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PPP/PFI推進アクションプランに示されるようなPFI事業の一層の事業規模拡大のためには，実施経験の

少ない地方自治体などにもその導入を促す必要がある．しかし，その阻害要因のひとつに煩雑な実施手続

が挙げられている．それを簡易化する方向のひとつとして実施方針公表後の質問回答の省略が挙げられる

ように，質問回答手続きを簡素化することも重要である．本研究は，簡素化の方向として質問回答数の減

少を目途とし，それぞれの行政文書における質問回答の傾向を把握した上で簡素化の方向性を明らかにす

ることを目的とする．近年5年間の事業例から公表されているものを対象に，事業分野別に質問回答書の

内容に対するテキスト分析を行い，民間業者からの質問数の多い頻出単語を把握した上で，その減少のた

めの方策を明らかにした． 

 

     Key Words : PPP/PFI, administrative document, text analysis 

 

 

1. 研究の背景と目的 

 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律」（PFI法）が平成11年7月に制定され，

PPP/PFI事業が日本で実施されてから19年経過すること

になる．内閣府の発表1)では，平成28年度までの18年間

で実施方針公表件数ベースで609件のPFI事業実績があり，

事業規模として契約金額累計5兆4,686億円となった．し

かし，平成29年に発表されたPPP/PFI推進アクションプ

ラン2) によれば，事業規模目標として平成25年から34年

度の10年間で21兆円という数値が示され，なお一層推進

していくと公表されている．このためには，これまで実

績のある国や関連行政機関および人口20万人以上の都市

での普及だけでなく，人口20万人未満の地方自治体でも

実施を進める必要がある3)．これらの地方公共団体の中

には，実際にPFI事業を実施した経験を持つところも存

在するが未経験の自治体も多く，このような自治体では，

国や都道府県のような大きな団体よりも事業に割ける人

員が不足していることが課題に挙げられている． 

PFI事業を実施した経験のない自治体職員にとって，

実施方針や要求水準書等の書類作成の負担が大きく，

PFI事業の導入の妨げになっている．そこで内閣府は，

平成26年に「地方公共団体向けサービス購入型PFI事業

実施手続簡易化マニュアル4)」を策定した．その中に簡

素化による期間短縮方法が5つないし6つ示されており，

「実施方針公表後の質問回答の省略」も含まれている．

「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン5)」などで

は，進め方の方式によって異なるものの，事業者選定フ

ローにおいて発注者側と受注者側との間で2～3回質問へ

の回答を書面にて用意する．この質問意見書の回答量を

減少させることで回答書作成による人員の減少とともに，

どのような質問が互いのやりとりとなっているのかを明

らかにすることで質問が不必要であるような書類を作成

することが出来るようになると考えた． 

本研究では業務要求水準書等の書類に関し，どのよう

なカテゴリーにおいて質問数が多いのかを明らかにし，

PFI事業における行政事務の簡素化につなげられるかを

目的とする． 

 

 

2. PPP/PFI事業に関わる既存研究と手続簡易化 

 

(1) PPP/PFI事業に関わる既存研究 

 日本のPPP/PFI事業に関する既存研究の中で，行政業

務の文書内容に関わる研究は必ずしも多くはない．しか

し，一方で，金子ら6)は，公開されている入札情報から
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総合評価方式の実態分析を行い，当時の状況下では，競

争力が高い企業の安定的な入札状況が見られる一方で，

落札結果に価格の影響が依然として大きいことを指摘し

ている．明示的ではないが，価格の影響だけでなく総合

的な要素で落札されるためには，企業による事業内容の

適切な把握と総合評価方式への対応が重要であることが

示唆されていると考えられる．大西ら7)は，同様に総合

評価方式を分析し，価格点算出式が最低入札価格に依存

する方法が採用されていることを指摘して，適切な評価

とするために予定価格に基づく式の採用を提案している．

このように性能点の項目間だけでなく価格点との関係が

明示的に扱われるようになれば，企業にとっても，発注

者側の性能点評価項目の意図を，価格との相対関係にお

いてより深く理解しながら進めることが大切となり，官

民間の質疑の重要性が高まることになると考えられる．

川俣ら8)は，国土交通省の直轄事業における設計・施工

一括発注方式における契約書について分析し，契約書で

は，分離発注方式における工事請負契約書を基本として，

必要な条項を追加・修正していくことが妥当な一括発注

方式における契約書の作り方であると指摘している．一

括発注方式などにおいて，発注者と受注者間で交わされる

契約内容に，より一層の慎重な検討が必要であるということが

できる．また，白井ら9)は，PFI事業の特性として入札から

資材調達までの期間が長いことをあげ，特に建設物価変

動リスクに着目して官民のリスク分担の課題を定量的に

明らかにしており，この情報は，リスク分担に関する検

討業務への重要な示唆となる．山田らは10) ，150件の実

データを用いたVFM評価の状況を分析しており，事業

分野別の違いを明らかにし，事業分野別のVFMに与え

る特性の違いに着目する視点の必要性を指摘している．

しかし，これらの既存文献においては，官民間の質問回

答過程におけるテキスト分析手法を用いた内容分析は見

られない． 

 

(2) 地方公共団体におけるPFI事業実施手続簡易化マニ

ュアル 

本研究に関連する事項の既存の動向については，むし

ろ内閣府等が出すマニュアルなどで示されていると考え

られる．ここでは，その主なものとして，先述の簡易化

マニュアルに着目する．ここでは，サービス購入型事業

を対象として，自治体職員のPFI事業に関連する業務の

簡素化を目指す具体的な方法が示されている．具体的に

は庁舎や宿舎，公営住宅などの施設整備業務の比重が大

きい事業や教育関連や給食センター，複合施設などの維

持管理・運営業務の内容が定型的な事業が対象となる． 

現在の地方公共団体において，PFI事業実施に当たり，

客観性，透明性のため手続の慎重さ，丁寧さに重きを置

かれることにより，手続き期間の長期化，事務負担の増

加がみられ，PFI手法が使いにくいという認識が少なか

らずあるものと考えられると記されている．そして，普

及のためのPFI実務担当者の作業の軽減や手続期間の短

縮が図られるように５つのポイントがまとめられており，

そのひとつが，実施方針公表後の質問回答の省略，であ

る．より具体的には，次のように記載されている． 

「本マニュアルで想定する対象事業では，民間事業者

から提出される質問・意見の中にも定型的なものが多く，

提出される質問・意見をある程度想定することができま

す．したがって，想定される質問・意見については，あ

らかじめ実施方針に併せてFAQとして公表することも考

えられます．FAQを作成する場合は，過去のＰＦＩ事業

における質問回答を参照することができます．」 

厳密には，実績に基づいて定型化される手順を省略し

ようとするものであるが，質問回答手順が有力な業務効

率化対象であることとが理解できるとともに，単に過去

の実績に基づくFAQ作成をその具体的方策例としている

が，詳細な分析によりその傾向をつかめば，さらに効果

的な対策となることが読み取れる． 

 

 

3. 質問回答書に対する計量テキスト分析 

 

(1) 分析対象 

本研究では，公共団体側が実施方針や業務要求水準書

を公表後，質問受付期間を設け，期間を経て，公共団体

側から発表される質問回答書を対象とする．また，時期

は，PFI事業の経験によって回答がある程度安定した最

近の期間として，平成24年度から平成28年度の5年分を

研究対象とする．なお，実施方針の公表がその年度内で

あるならば，その年度の事業として取り扱っている．こ

の期間では，全国地域PFI協会およびPFI年鑑によれば，

199件の事業例がある．  

事業分野別に分析するため，いくつかの分野に分類

する．過去5年分の事業を，内閣府が設定する10分野で

分類したところ，教育と文化，住宅，まちづくりの順で

事業数が多かった．しかし，事業サンプルとして倍近く

の差があったため，住宅と宿舎・庁舎，まちづくりには，

上下水道や浄化槽事業において共通する部分があるため，

健康と環境をそれぞれ付け加えたグループとした．この

ことにより，事業サンプル数の隔たりがなくなったため

この3グループを分析対象として定めた．以下が対象と

する分野をまとめた3グループである． 

・住宅，宿舎と庁舎 

・まちづくり，健康と環境 

・教育と文化 

 この３グループの分類により，今後，地方都市への普

及が期待できる施設で，民間のノウハウや技術が特に期
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待できたり，地方においても施設利用が見込めたりする

注目すべき分野を採り上げることができると考えている． 

 

(2) 質問回答書の分類条件 

 質問回答書には公表する時期が3種類存在する． 

① 実施方針・業務要求水準書（案）の公表 

② 入札説明書や業務要求水準書，事業契約書等の公表 

③ ②が公表されて時期が経ってからの公表 

これらの書類が公表された際，質問受付期間として，

1~2週間ほどの期間を設ける．この期間に受け付けられ

た質問についての回答をまとめたものが質問回答書とし

て公表されている．質問回答書の時期によっては公表か

ら収集までの時間にばらつきがあるものの，収集期間と

してはどの時期の書類でも概ね同じである．また事業ご

とにも大きな期間の違いはないため，本研究においては

収集期間のばらつきに関しては無視する． 

①から③をそれぞれ実施方針，第1回，第2回の質問回

答書として扱う．第1回から3回としていない理由として

実施方針の回答書には参考となっている書類が少ないた

めである．各時期において公表する資料の一覧を表-1に

まとめた．なお，各PFI事業で名称が異なっている書類

が多い．この場合，分析の妨げになるため，内容が類似

している書類であると判断できる場合，名称を統一して

いる．表では本研究で分析している名称を表記している．

また，その他は，別紙資料等書類にまとめきれなかった

ものをまとめている． 

 

表-1 時期別公表書類一覧 

 

 

 ③の第2回質問回答書を，第1回から時期が経ったもの

として扱っているが，実際には，第1回の質問回答から

書類等の修正案が公表されているか否かの2種類の回答

書が存在する．質問回答書自体は公表された書類，資料

に対しての質問をまとめたものであるため，以下のよう

に③の質問回答書の定義を定める． 

③-1 第1回質問回答書の公表後修正書類の公表がない

質問回答書 

③-2 第1回質問回答書の公表後修正書類の公表があっ

た質問回答書 

 本研究では③-1を第1回質問回答書の追加として扱い，

③-2を第2回質問回答書として扱う．公表時期に沿って

質問回図書の分類をまとめたものが図-1として表してい

る．これによって，さまざまなプロセスで行われる質問

と回答の手順が統一的に比較検討できる． 

 

 

図-1 質問回答書分類基準 

 

(3) 分析対象事業の決定 

 質問回答書は基本的に各公共団体のホームページ上に

掲載されている．しかし，現在進行中の事業であること

や事業終了後に公式ホームページが更新されてしまいリ

ンクが上手く接続されていない等の理由から掲載箇所が

存在しない場合，各公共団体に向け質問回答書の送付を

依頼した．平成29年11月までに回収できた事業を分析対

象としている． 

事業グループごとに実施方針，第1回，第2回と分類し

た質問回答書に記載されている質問数を対象にする．表

-2は，各事業グループにおいての質問数集計結果である．

第1回質問回答書における住宅・庁舎と宿舎の平均値が

他と比べて少なく，実施方針からの最高値の変動が大き

い．また，最低値はどの分野も同じように低い傾向にあ

る．ただし，ここでは，質問の絶対数に関する指標は，

個々の事業の規模や各分野を取り巻く業界の動向等の差

が直接的に大きく影響すると考え，ひとつの事業の中で

の質問数の推移を分析対象とすることにより，個別事業

特有の要素を取り除き，各書類の影響をより効果的に導

き出せると考える．第1回から第2回に向けては， どの

事業グループでも減少するが，教育と文化のグループに

おける平均値の減少は他のグループと比較して小さなも

のとなっている． 

詳細な分析を行う対象事業を決定する際，第1回の質

問回答書から主要な書類が揃った状態で質問が出ている

ため，第1回の平均，最大値，最小値となった事業を対

象とすることとし，表-3に示す9つの事業を分析サンプ

ルとして選択した． 
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表-2 事業グループごとの質問数推移 

 

 

表-3 分析対象事業一覧 

事業

グル

ープ 

事業名 

住宅 

・ 

庁舎

と 

宿舎 

鹿島市中村住宅整備事業 

東北大学（青葉山３）ユニバーシティ・ハウス等

整備事業 

盛岡中央消防署新庁舎及び（仮称）山岸出張所 

庁舎整備等事業 

まち

づく

り・ 

健康

と 

環境 

三好市浄化槽市町村整備推進事業 

御殿場市・小山町広域行政組合ごみ再資源化施設 

（リサイクルセンター）整備等事業 

豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業 

教育

と 

文化 

福岡市立西部地域中学校空調整備ＰＦＩ事業 

（仮称）福岡市青少年科学館特定事業 

川崎市スポーツ・文化複合施設整備事業 

 

(4) 計量テキスト分析の適用 

 質問回答書の分析方法は，回答書における質問欄にあ

る文章について， 

①質問対象書類 

②質問に使用されている単語とその出現回数と頻度 

③同種の書類に対する語群別の割合，1回目から2回目

にかけての増減変化 

という3点について計量テキスト分析を行う．質問回答

書の質問文のテキストデータを計量的に分析するため，

社会調査の学術研究などで広く使われているKH Coder

（制作者:立命館大学，樋口耕一准教授，フリーソフト

ウェア）を用いた．  

本研究においては3つの事業期間における頻出150語の

抽出を主軸に分析を実施する．各分野で3つの頻出語群

を統合し，各分野に使用するコーディングルールの単語

を決定する．コーディングルールを適用した分析により

そのルールごとの書類別出現回数と文章に対する出現比

率を計算する．その結果をもとに期間による比較検証を

実施していく．また，比較検証する際にはコーディング

した項目に対して集計分析を行う． 

 分析にあたって前処理を行った．これは分析に使えな

い記号を省いたり別のものに処理したりすることと同時

に，全語句数や文章数，段落数等をカウントし，さらに，

複合語を検出する語の取捨選択を行うものである．例え

ば，「利用者」という単語では「利用」と「者」という

形で2つの語句として出現回数を処理してしまう．意図

として分離させずに複合語として扱う場合は，語の取捨

選択において強制抽出する語の指定欄に複合語語句とし

て語句をまとめていく．複合語の抽出のために，東京大

学情報基盤センター図書館電子化部門・中川研究室にて

公開されている，専門用語(キーワード)自動抽出システ

ム「TermExtract」を使用している．また，それぞれの複

合語にスコアが付属しており，スコアが高ければ関連性

が高くなっている．本研究では全9種の複合語を検索し，

各書類を読み込んだ際に頻出する複合語がおおむね抽出

できるもののうちキリの良い基準値としてスコアが1000

以上を複合しての対象とし，それを表-4にまとめた． 

 

表-4 複合語リスト 

 事業者 事業費

バイオガス 要求水準
事業期間 光熱水費
事業契約 発注者
選定事業者 受注者
サービス購入費 維持管理業務
事業施設 自由提案事業
バイオマス 要求水準書
利用地利活用業務 管理者
事業契約書 サービス購入料
利用者 維持管理期間
事業者負担 契約書
運営業務 施設整備費
利用料金 維持管理費
指定管理者 維持管理
事業者提案 事業者側  

 

次に，前処理を実施した分析対象の頻出 150語に対し，

回答書別事業別にどのような特徴が存在するのかが判別

するために．コーディングルールを設定する．各コーデ

ィングの題名を図-2にまとめている．各リストについ

ては，実際の事業を実施する際，どのような状況におい

てそのコーディングルールが適用となるのかを表してい

る．住宅・宿舎と庁舎の*消防関連，*大学，*住居関連

は，まちづくり・健康と環境，教育と文化の*固有語と

同等である．また，括弧書きとなっている表題に関して

は，一般的な単語ないしは特殊単語であるため，結果に

は含まれていない． 
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図-2 コーディングルール題名とルール分類 

 

 

4. 質問回答分析の結果 

 

(1)  質問回答書における頻出語 

各事業分野において，頻出語として出現したものを整

理した．例として，まちづくり・健康と環境事業におけ

る一覧表を表-5に示す．なお，一覧表は，実施方針，第

1回，第2回で頻出語として出現した単語のすべてを表記

している． 頻出語の中には，一般的な使われ方をして

意味範囲が広く，コーディングルールを設定しにくいも

のもあるが，実際に質問文を抽出し，よく利用される文

章中でのコーディングにできるだけ当てはめることとし，

未分類として残される頻出語をできるだけ少なくした．

また，同じ言葉でも品詞の違い等で語尾が違う場合は，

一旦別の言葉として抽出されるが，それらはその後統合

している． 

質問・回答の主旨から，金銭や書式に関わる頻出語が

多様であることがわかる．また，事業者や設備・建造物

などの対象に関わる頻出語も多く現れるとともに，限定，

確認，提示といった書類の本来の目的に沿った動詞も多

く使われている，一方で，リスクや計画に関わる頻出語

が相対的に少ないことを指摘することができる． 

 

(2) 分野別項目別単語出現回数比率 

図 3～5 は，頻出語をコーディング対象とし，各事業

分野別の第 1回と第 2回における項目別の単語群の出現

回数の質問数に対する割合を表示している．出現回数の

推移について，質問数の母数が事業期間によって違うた

め，項目ごとに 

単語の出現回数／各事業期間における質問数 

によって計算している． 

 第1回から第2回にかけてこの指標が増加している場合，

その単語に関わる課題が第1回目では十分に解決できな

いケースが多かったものと考える．本研究では，第1回

の公的機関からの回答が適切であれば第2回の回数比率

は減少するという立場に立つ．従って，第2回に増加し

ている項目に対して全体的に改善の余地があると考える． 

 

表-5 まちづくり・健康と環境事業における頻出語一覧 

 

 

 

比較してみると，住宅・宿舎と庁舎分野では減少して

いるコードが多く見られるが，まちづくり・健康と環境

事業，教育と文化事業については増加しているコードが

多いことがわかる．住宅・宿舎と庁舎分野で減少が大き

いコードは，事業者，年月，法・契約，書式，確認など

であり，他の事業分野では減少が見られない．比較的定

型の事業の場合の確認事項が１回の質疑応答で完了して

いることが読み取れる． 
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図-3 頻出単語別出現率の変化(住宅庁舎) 

 



 

 6 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

まち健康 全体 推移

第一回 第二回
 

図-4 頻出単語別出現率の変化(まち健康) 
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図-5 頻出単語別出現率の変化(教育と文化) 

 

一方で，まちづくり・健康関連の設備，建造物，教育

と文化事業の法・契約や書式，金銭などが増加しており，

多様な対象物についての確認や事務関連の複雑さによる

質問が複数回行われ，対象となるコードごとの確認が，

第1回目の回答にも関わらず，引き続き行われているこ

とが見てとれる．提示や確認が増加することからもその

ように解釈できる． 

 

(3) 書類別分野別項目別単語出現回数変化 

 ここでは書類別分野別項目別の単語出現回数変化を分

析する．分析対象の質問数は最大のものと最小のもので

大きな差があり，分析結果がそれに影響を受けることは

否めないが，限られた事例の中で単語出現回数による分

析を幅広い範囲の質問数で行うことで，より客観的な結

果が得られるものと考えて行った．PFI事業全体として

は，極端に質問数の最大数となるものではないので，対

象事例が特殊な事例というわけではない． 

表6～11は，表-1に示す第1回から第2回にかけての書

類ごとの単語出現回数比率の変化であり，5％有意水準

での差の検定結果で示した．表中，空白に関しては出現

比率の増減に対して帰無仮説が棄却されず比率の差が有

意ではなかったとされる項目である．○印，×印に関し

ては帰無仮説が棄却され，比率の差が有意と判断された

項目であり，減少することが望ましいとする立場から，

○は減少，×は増加について有意であることを意味する．

また，表-9，11に関しては，当該の書類に対して質問が

見受けられなかったため除外している事業がある． 

 

表-6  業務要求水準書検定結果 

業務要求水準書 住宅庁舎 まち健康 教育と文化 全体

*事業者 × × ×

*計画 ×

*設備 ×

*建造物

*維持・管理 ×

*年月 × ×

*法・契約

*リスク × ×

*書式 ×

*金銭 × ×

*入札

*仮定 × × ×

*限定 × ×

*提示 × ×

*確認 ×  

 

表-7 入札説明書検定結果 

入札説明書 住宅庁舎 まち健康 教育と文化 全体

*事業者 ○ ○ ○

*計画

*設備 ○

*建造物 ○

*維持・管理 ○ ○

*年月 ○

*法・契約 ○ ○

*リスク ○

*書式 ○ ○

*金銭 ○ ○

*入札 ○

*仮定 ○ × ○ ○

*限定 ○

*提示 ○

*確認 ○  

 

表-8  事業契約書(案)検定結果 

事業契約書(案) 住宅庁舎 まち健康 教育と文化 全体

*事業者 ○ ○

*計画

*設備 ○ ×

*建造物 ○ ×

*維持・管理 ○ ○ ○

*年月 ○ ×

*法・契約 ○ ×

*リスク ○ ○

*書式 ○

*金銭 ○ ○

*入札 ×

*仮定 ○ ○ ○

*限定 ○

*提示 ○ ×

*確認 ○ ×  
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表-9 基本協定書(案)検定結果 

 

基本協定書(案) まち健康 教育と文化 全体

*事業者 × ○

*計画

*設備

*建造物

*維持・管理 ○

*年月

*法・契約

*リスク × ×

*書式

*金銭 ○

*入札

*仮定 × ○

*限定

*提示

*確認 ×  

 

表-10 様式集検定結果 

様式集 住宅庁舎 まち健康 教育と文化 全体

*事業者 ○ ○ ○

*計画

*設備

*建造物

*維持・管理 ×

*年月 ×

*法・契約 ○ ×

*リスク

*書式 ○

*金銭 ○ × ×

*入札 ○

*仮定

*限定

*提示

*確認 ○  

 

表-11  募集要項検定結果 

募集要項 住宅庁舎 まち健康 全体

*事業者 × ○

*計画 ×

*設備 ×

*建造物 ×

*維持・管理 × ×

*年月 × ○

*法・契約 × ○

*リスク × ×

*書式 × ○

*金銭 × ×

*入札

*仮定 × ○

*限定 × ○

*提示 × ○

*確認 × ×  

 

業務要求水準書では全体的に増加傾向がみられ，事業

者，仮定とともに，特に提示について複数の事業分野で

増加が有意に確認された．提示は，認識や要求事項につ

いて質問する項目である．書類の性質上，民間事業者が

企画・設計を具体化していく過程において，質問するこ

とが増加していくものであるとも考えられるが，業務要

求水準は，元来，出発点になるべきものであることから，

特に，第2回において質問が増加しないほうが望ましい

ものである．民間事業者が事業の具体化を進めるときに

認識しておくべき項目を，発注者側は早い段階から確認

しておくことが必要である． 

入札説明書については，全体として減少傾向がみられ

る．一方で，まちづくり・健康と環境事業の仮定のみが

増加しており，出現割合は3.5倍にも上昇していた．今

回のまちづくり・健康と環境事業はリサイクルセンター

や汚泥処理施設，浄化槽施設と専門技術の必要な施設で

ある．例えば，「第1回質問時の募集要項に関する回答

に関し，発酵後汚泥を全量利活用する提案をしたケース

で，突発トラブルにより非有価物が発生した場合，搬入

条件が満たされていれば資源化センターへ搬入してもよ

ろしいでしょうか．」と，この特殊施設に対しての仮定

の質問が実際にされている．新技術や複雑な仕組みに関

わる項目が入札に直接影響する場合には，時間経過とと

もに仮定の増加に至ると考えることができる．このこと

は，民間の技術やノウハウを生かすPFIの本来の意義に

関わることであるが，入札に直接関連する点については，

事前に明らかにすることで，質問数を減らすことができ

ると考えられる． 

事業契約書（案）については，入札説明書と同様にま

ちづくり・健康と環境事業に増加ケースが集中している．

しかし入札説明書と異なる点として，仮定だけが増加し

たわけではない．むしろ仮定条件は第1回から第2回では

ほぼ横ばいの結果であった．専門技術の必要な施設につ

いては，入札説明書段階でも配慮が必要であるものの，

より厳しい交渉が必要な事業契約段階では，具体化とと

もに多くの質問回答のやりとりが行われる．必ずしもひ

な形通りにはいかないことも多いものと考えらえる． 

基本協定書（案）については，教育と文化事業のリス

クが主に増加していた．これについては，教育と文化事

業が多くの市民に触れやすい公共物に対しての事業が多

いことが起因していると考えられる．特に対象事業が小

学校の空調整備，スポーツ施設，科学館の事業であった

ため，配慮の必要な利用者が多いことが理解できる．こ

れにより多くの市民に使用するにあたり，設備や金銭に

関するリスクが高まったと考えられる． 

様式集については，教育と文化事業に集中している．

維持管理，年月，金銭の項目が増加となっているが，こ

の要因として，先述のように多くの市民が利用する施設
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を対象とした事業が多いため，設備も細かいところまで

質問対象となっている可能性が高い．そのため，維持管

理にかかるコストやLCCのスパンについて言及している

のではないかと推察できる． 

募集要項については，住宅・宿舎と庁舎事業に増加が

集中しており，特に鹿島市の公営住宅における質問が集

中している．鹿島市は佐賀県の人口3万人の地方都市で

ある．個別事情による可能性もあるが，地方公共団体に

むけての要項の書き方について，より明示的なものとす

る必要性を示唆している． 

なお，事業選定基準については，今回の検定により特

筆して記載するような結果は得られなかった． 

 

 住宅・宿舎と庁舎事業は，公営住宅事業のような地方

都市においても引き続き行われ得る事業として普及のた

めには重要な分野となる．業務要求水準書や募集要項な

どの書類において，民間事業者によりわかりやすい書き

方を徹底し，質問回答の回数の減少による簡素化のポイ

ントとすべきである． 

 まちづくり・健康と環境事業では，専門技術の必要な

事業であることがきわ立ち，より要求度が上昇している

と考える．仮定条件や契約に関して，専門性を理解した

うえでの書類作成に努めるべきということもできるが，

一方で，民間の技術やノウハウを生かすというPFI本来

の主旨に合致する部分であり，全体のプロセスの中で，

手間をかけてもよい部分ともいうことができる．少なく

とも，入札に関しては改善を図るとしても，事業運営に

重要となる契約については，綿密なやりとりにより，

VFMの向上を目指した共通認識を構築することに主眼

を置くと定めて，十分なやりとりを容認する立場も考え

られる． 

 教育と文化事業では，配慮を必要とした利用者が多い

点と設備の細かさ，維持管理について挙げられた．その

ため質問もより細かいところに重点が置かれる傾向があ

るとわかった．PFI業務は，企画部門と事業部門がそれ

ぞれ協力して進めることが多いが，方策として，利用者

の立場をより深く知る事業部門のイニシアティブが期待

される分野ということができよう． 

 

 

5. まとめ 

本研究では，PFI事業に対して質問回答書という側面

から分析することで，事業普及のための簡素化への課題

点を抽出した．多くの質問がなされる項目は，質問回答

書の中にそれに関連する単語が多く現れると考え，テキ

ストマイニングの手法を用いた．結果として， 

① 頻出語として，金銭や書式，事業の対象，書類の本

来の目的に沿った動詞などが現れる一方で，リスクや

計画に関わる言葉が相対的に少ない 

② まちづくり・健康関連事業の設備，建造物，教育と

文化事業の法・契約や書式，金銭などで，第1回の回

答にも拘わらず第2回での質問比率が増加しており，

多様な対象物についての確認や事務関連の複雑さにあ

らかじめ対処する必要性が高い 

③  地方都市への普及が期待できる住宅・宿舎と庁舎事

業の業務要求水準書や募集要項，PFI本来の民間のノ

ウハウや技術の導入が期待できるまちづくり・健康と

環境事業での仮定条件や契約に関わる書類，多くの利

用者が想定される教育と文化事業でのリスクや細かい

設備等の条件，維持管理等の，各事業分野の特徴に即

した配慮すべき項目が存在する 

といったことを明らかにした． 

 

 本研究では，第1回目から第2回目における書類内の単

語の相対的な出現回数という指標から知ることのできる

質問回答の適切さを見たということになる．適切な質問

回答により当該単語に関連する第2回目の質問が減少す

れば，全体の事務手続きが簡素化されると考えたからで

ある．しかしながら，単語の出現回数では知ることので

きない文章上の表現の妥当性や回答の内容そのものの適

切さについては分析の対象外となっており，本研究はそ

の範囲内での結果と考えるべきであろう．それでもなお，

本研究の結論に基づき，適切な回答に向けた努力をする

ことで，現状と比較して相対的に業務の簡素化が図られ

るということができると考えている． 

 また，本研究は，個々の事業の特殊性にまでは踏み込

んでいないが，今後，PFI事業経験の少ない多くの地方

自治体において，関連書類の作成の局面で，内閣府の提

示するガイドラインにおける情報のほか，本研究で明ら

かにした事業分野別書類別の動向に配慮した対処を行う

ことで，官民の効率的なコミュニケーションにより，事

業が円滑に進むことを期待したい． 
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AN ANALYSIS OF REPLIES TO TENDER CANDIDATES’ QUESTIONS IN 

ADMINISTRATIVE DOCUMENTS FOR PPP/PFI PROJECTS BY TEXT MINING 

 

Keiichi KITAZUME and Yuya MAKINO 

 
As shown the Action Plan to promote PPP/PFI projects, promotion to small municipalities which have 

few experiences of them is required. However, the one of inhibitory factors is complication of administra-

tive affairs. One of methods reducing the difficulties is to simplify affairs about reply to tender candi-

dates’ questions. The purpose of the current research is to clarify features of replies in the open docu-

ments of existed PPP/PFI projects during 5 years. The text mining which is introduced as a method can 

find the tendency of key words which appear many times in questions by tender candidates. The results 

indicate suggestions to reduce difficulties of administrative affairs about PPP/PFI projects. 


